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こ
の
選
挙
は
北
海
道
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
議
員

の
町
村
議
会
議
員
区
分
に
お
い

て
、
候
補
者
が
定
数
８
人
を
上

ま
わ
る
９
人
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
選
挙
が
行
わ
れ
た
も
の
で

す
。

　

広
域
連
合
規
約
第
８
条
の
規

定
に
よ
り
、
北
海
道
内
す
べ
て

の
町
村
議
会
の
選
挙
に
お
け
る

得
票
総
数
に
よ
り
、
当
選
人
を

決
定
す
る
も
の
で
、
当
町
議
会

に
お
け
る
投
票
の
結
果
は
、
投

票
総
数　

票
、
有
効
投
票　

票
、

１０

１０

無
効
投
票
０
票
で
、
有
効
投
票

の
う
ち
新
ひ
だ
か
町
議
会
議
員

の
中
島
滋
氏
が　

票
を
獲
得
し

１０

ま
し
た
。

　

こ
の
選
挙
結
果
は
、
議
長
か

ら
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
議
会
議
員
選
挙
長
に
報

告
さ
れ
ま
し
た
。
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平
成　

年
度
の
繰
越
明
許
費

１８

に
係
る
歳
出
予
算
の
経
費
を
翌

年
度
に
繰
越
し
す
る
も
の
で
す
。

�
��
�

繰
越
さ
れ
た
経
費
は
、
医
療
制

度
改
革
に
伴
う
総
合
行
政
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
改
修
等
事

業
の
２
千
８
百　

万
３
千
円
で

２８

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
４
６

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
議
会

に
報
告
し
た
も
の
で
す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

３
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

３０

た
も
の
で
、
内
容
は
国
庫
補
助

金
の
確
定
に
伴
い
公
共
施
設
整

備
基
金
積
立
金
に
１
百　

万
４

６７

千
円
を
追
加
措
置
し
た
も
の
で

す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

５
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

３１

た
も
の
で
、
内
容
は
平
成　

年
１８

度
の
国
保
会
計
が
決
算
見
込
み

に
お
い
て
歳
入
不
足
と
な
る
こ

と
か
ら
、
繰
上
充
用
金
と
し
て

２
千
２
百　

万
７
千
円
を
追
加

８１

措
置
し
た
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行

経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の

改
正
に
伴
い
、
期
日
前
投
票
所

の
投
票
管
理
者
及
び
投
票
立
会

人
の
報
酬
額
等
を
定
め
、
選
挙

管
理
委
員
会
補
充
員
に
対
す
る

報
酬
規
定
を
追
加
す
る
も
の
で

す
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
委
員
の
報

酬
等
の
支
給
に
関
す
る
規
定
を

本
条
例
に
一
本
化
す
る
改
正
で

あ
り
ま
す
。
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「
鹿
部
町
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」
の
制
定
に

伴
い
、
他
の
条
例
に
規
定
し
て

い
る
「
委
員
報
酬
及
び
費
用
弁

償
並
び
に
旅
費
」
に
関
す
る
規

定
を
削
除
す
る
も
の
で
す
。
ま

た
、
他
の
条
例
に
お
い
て
字
句

等
の
整
理
を
行
う
条
例
制
定
で

あ
り
ま
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
千
４

百
９
万
２
千
円
を
追
加
し
、
予

算
総
額　

億
６
千
５
百　

万
２

２４

３９

千
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
財
産
管
理
費
で
土

地
購
入
費
５
千
５
百
万
円
の
追

加
、
情
報
対
策
費
で
障
害
者
自

立
支
援
給
付
費
の
支
払
業
務
の

変
更
に
伴
う
新
た
な
シ
ス
テ
ム

開
発
に
係
る
導
入
委
託
料
で
６

百
１
万
２
千
円
の
追
加
、
住
宅

管
理
費
で
修
繕
料
１
百　

万
６

９８

千
円
の
追
加
が
主
な
も
の
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
を　

万
８２

３
千
円
追
加
し
、
予
算
総
額
２
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億
１
千
３
百　

万
３
千
円
と
し

８２

ま
し
た
。

　

内
容
は
、
居
宅
介
護
支
援
事

業
に
係
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
ソ
フ
ト

の
賃
借
料　

万
１
千
円
の
追
加

７４

が
主
な
も
の
で
す
。
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収
益
的
支
出
に　

万
１
千
円

３２

を
追
加
し
、
予
算
総
額
９
千
９

百　

万
２
千
円
と
し
ま
し
た
。

７１

　

内
容
は
、
水
道
事
業
担
当
職

員
が
緊
急
入
院
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
検
針
業
務
を
行
う
臨
時

職
員
の
賃
金　

万
１
千
円
を
追

３２

加
措
置
し
た
も
の
で
す
。

　

次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関

係
省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。
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【
提
出
先
】

　

衆
議
院
議
長

　

参
議
院
議
長

　

内
閣
総
理
大
臣

　

厚
生
労
働
大
臣
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【
提
出
先
】

　

衆
議
院
議
長

　

参
議
院
議
長

　

内
閣
総
理
大
臣

　

厚
生
労
働
大
臣
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�【
提
出
先
】

　

衆
議
院
議
長

　

参
議
院
議
長

　

内
閣
総
理
大
臣

　

厚
生
労
働
大
臣
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【
提
出
先
】

　

内
閣
総
理
大
臣

　

総
務
大
臣

　

厚
生
労
働
大
臣
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人
材
育
成
に
つ
い
て
、
申
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
町
長
は
、

町
政
運
営
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
小

さ
な
町
に
も
未
来
に
光
が
見
え

る
町
政
」
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

　

当
面
、
合
併
を
し
な
い
で
単

独
で
行
政
運
営
を
行
っ
て
い
く

考
え
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
過

程
で
あ
る
程
度
の
難
局
を
想
定

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

当
町
は
、
開
基
以
来
、
様
々

な
難
局
に
直
面
し
て
来
ま
し
た
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が
、
そ
の
都
度
、
先
人
の
知
恵

と
発
想
そ
し
て
行
動
力
に
よ
っ

て
、
現
在
の
鹿
部
町
を
築
い
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　

私
は
、
常
々
、
町
づ
く
り
は

人
づ
く
り
に
あ
り
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
幸
い
、
当
町
に
於
い

て
は
あ
ら
ゆ
る
業
種
の
若
手
後

継
者
が
育
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
、
若
い
世
代
の

皆
さ
ん
の
更
な
る
活
力
を
引
き

出
し
、
又
、
今
後
の
町
づ
く
り

の
一
翼
を
担
う
よ
う
な
人
材
を

育
成
す
る
た
め
に
、
研
鑽
の
場

を
設
け
た
ら
と
思
い
ま
す
が
、

町
長
の
考
え
を
お
聞
か
せ
願
い

ま
す
。

　

小
林
議
員
の
人
材
育
成
に
関

す
る
一
般
質
問
に
お
答
え
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
の

が
人
づ
く
り
の
第
一
歩
で
あ
り
、

自
分
た
ち
の
ま
ち
に
誇
り
を
持

ち
、
も
っ
と
良
い
ま
ち
に
し
て

行
く
こ
と
が
郷
土
愛
の
醸
成
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

町
内
に
お
い
て
も
業
種
に
よ

り
世
代
交
代
が
行
わ
れ
て
い
る

状
況
も
聞
い
て
お
り
ま
す
し
、

一
方
で
は
後
継
者
が
い
な
い
と

の
話
も
あ
り
ま
す
が
、
後
継
者

と
な
っ
た
方
々
が
本
業
の
仕
事

と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
へ
参

加
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
私
の

望
む
「
小
さ
な
ま
ち
に
も
未
来

に
光
が
み
え
る
ま
ち
づ
く
り
」

に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

人
材
育
成
そ
の
も
の
は
、
幼

児
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
大
変
幅

が
広
い
分
野
で
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
の
例
で
申
し
上
げ
ま
す

と
、
小
学
校
の
児
童
か
ら
一
般

ま
で
の
Ｉ
Ｔ
講
習
会
も
そ
の
ひ

と
つ
の
例
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
中
長
期
的

に
考
え
ま
す
と
、「
人
づ
く
り
」

や
「
ま
ち
づ
く
り
」
は
、
各
組

織
の
青
年
部
・
女
性
部
、
更
に

は
地
域
の
各
事
業
所
で
働
く
、

正
に
将
来
を
担
う
年
齢
層
の

方
々
の
参
加
を
大
き
く
期
待
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

特
に
、
鹿
部
町
の
基
幹
産
業

に
直
結
す
る
、
漁
協
や
水
産
加

工
協
、
商
工
会
の
各
組
織
で
人

材
育
成
に
関
す
る
活
動
計
画
の

お
話
が
あ
れ
ば
町
に
お
き
ま
し

て
も
積
極
的
に
支
援
検
討
し
て

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
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し
、
私
の
方
か
ら
も
、
こ
の
件

に
関
す
る
話
し
合
い
の
場
を
積

極
的
に
設
け
て
参
り
た
い
と
言

う
様
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

参
考
ま
で
に
、
生
涯
学
習
課

で
現
在
お
こ
な
っ
て
い
る
人
材

育
成
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

　

コ
ー
ス
４
、
５
６
５
名
の
参

９８加
実
績
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

以
上
申
し
上
げ
一
般
質
問
の

答
弁
と
い
た
し
ま
す
。

　

鹿
部
町
は
、
た
ま
た
ま
漁
業

資
源
、
温
泉
資
源
が
あ
っ
て
他

の
町
村
か
ら
見
て
も
本
当
に
素

晴
ら
し
い
所
だ
な
と
思
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

最
近
、
各
事
業
所
に
あ
っ
て

も
町
の
職
員
も
同
じ
で
す
け
れ

ど
も
、
若
手
・
中
堅
そ
し
て
一

般
の
団
体
の
組
織
の
皆
さ
ん
方

の
意
識
が
沈
滞
ム
ー
ド
の
様
な

気
が
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
言
う
観
点
か
ら
、
人
材

と
言
う
も
の
を
一
つ
の
資
源
と

し
て
捉
え
れ
ば
、
こ
の
人
材
資

源
を
何
と
か
伸
ば
し
て
い
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

今
ま
で
こ
う
言
う
研
修
組
織

と
言
う
の
は
、
ど
う
も
一
方
的

な
傾
向
に
あ
り
ま
す
の
で
、
出

来
れ
ば
本
格
的
な
研
究
組
織
そ

う
言
う
も
の
を
考
え
た
場
合
や

は
り
「
塾
」
で
は
な
い
か
、
私

の
思
っ
て
い
る
所
は
、
鹿
部
を

蘇
え
さ
せ
る
「
鹿
生
塾
」
と
言

う
の
を
立
ち
上
げ
て
も
ら
い
た

い
な
と
思
う
の
で
す
。

　

鹿
部
に
は
、
幸
い
別
荘
地
に

一
般
の
大
企
業
の
出
身
者
の
方

が
沢
山
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う

言
う
人
方
の
色
々
な
体
験
談
と

か
、
そ
う
言
う
も
の
を
話
し
て

貰
っ
た
り
し
て
、
や
り
方
に
よ

っ
て
は
事
業
費
も
掛
か
ら
な
い

で
や
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
う
言
う
事
で
一
つ「
鹿
生
塾
」

等
も
立
ち
上
げ
て
頂
け
れ
ば
な

と
思
い
ま
し
て
質
問
を
終
わ
り

ま
す
。

　

今
ご
指
摘
の
「
人
づ
く
り
」

「
町
づ
く
り
」
と
言
う
風
な
事

も
、
や
は
り
第
一
番
目
、
第
二

番
目
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、
や
は
り
一
番
そ
こ
で

大
変
だ
な
と
思
う
事
は
、
先
ほ

ど
小
林
議
員
ご
指
摘
の
よ
う
に

そ
の
若
者
達
が
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
と
言
う
の
が
や
は
り
見

え
て
こ
な
い
所
が
あ
り
ま
す
。

　

手
始
め
に
今
年
度
は
、
こ
れ

か
ら
漁
協
や
商
工
会
、
加
工
協

等
の
団
体
に
意
向
的
な
調
査
と

言
い
ま
す
か
、
ど
う
い
う
よ
う

な
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
か
な

と
、
言
う
こ
と
を
手
始
め
に
や

っ
て
参
り
た
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

鹿
部
町
の
過
去
の
例
を
見
ま

す
と
、
色
々
な
組
織
を
官
主
導

で
立
ち
上
げ
て
お
り
ま
し
た
が
、

途
中
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
言

う
様
な
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　

や
は
り
民
主
導
で
組
織
を
立

ち
上
げ
て
い
か
な
い
と
長
続
き

し
な
い
と
言
う
様
な
心
配
も
あ

り
ま
す
。

　

組
織
の
立
ち
上
げ
に
つ
い
て

は
私
も
同
感
で
あ
り
ま
す
。
そ

う
言
う
組
織
を
立
ち
上
げ
る
の

で
あ
れ
ば
町
も
積
極
的
に
支
援

し
ま
す
し
、
各
種
団
体
に
声
を

掛
け
な
が
ら
や
っ
て
参
り
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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第
３
回
臨
時
会
は
、
４
月　
２５

日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

３
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

２０

た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
債
務
負
担
行
為
補

正
と
し
て
１
百　

万
円
を
追
加

３０

し
、
歳
出
に
お
い
て
災
害
対
策

費
の
委
託
料
１
百　

万
円
を
減

３０

額
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
で
、
減
額
さ
れ
る
１
百

　

万
円
を
財
政
調
整
基
金
に
積

３０立
す
る
も
の
で
補
正
額
は
ゼ
ロ

円
で
あ
り
ま
す
。

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
	

��

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

３
月　

日
付
け
で
専
決
処
分

２０

し
た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、　

年
度
会
計
に
お

１８

い
て
翌
年
度
に
支
払
い
を
行
う

債
務
負
担
行
為
補
正
し
た
鹿
部

町
国
民
保
護
計
画
の
策
定
委
託

料
と
し
て
災
害
対
策
費
に
１
百

　

万
円
を
追
加
措
置
し
た
も
の

３０で
す
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

３
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

３０

た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
財
政
調
整
基
金
積
立

金
３
千
２
百　

万
９
千
円
の
追

１０

加
、
減
債
基
金
積
立
金
２
百　
９２

万
円
の
追
加
、
公
共
施
設
整
備

基
金
積
立
金
２
千
９
百　

万
９

９１

千
円
の
追
加
、
ふ
る
さ
と
創
生

基
金
積
立
金
１
万
３
千
円
の
追

加
で
あ
り
ま
す
。
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地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
平
成　

年
３
月　

日

１９

２３

で
可
決
成
立
し
、
同
月　

日
付

３０

で
法
律
第
４
号
と
し
て
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
町
税
条
例

に
お
い
て
も
一
部
改
正
し
た
も

の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

従
来
か
ら
岸
壁
、
物
揚
場
な
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ど
漁
港
施
設
と
し
て
、
整
備
を

進
め
て
い
た
、
本
別
（
出
来
澗
）

漁
港
区
域
内
の
公
有
水
面
埋
め

立
て
工
事
完
成
箇
所
に
つ
い
て
、

公
有
水
面
埋
め
立
て
法
第　

条
２２

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
北

海
道
知
事
か
ら
認
可
の
あ
っ
た

２
４
、
８
８
４
。
３
８�
を
新

た
に
生
じ
た
土
地
と
し
て
確
認

す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
９

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

議
会
に
議
決
を
求
め
た
も
の
で

す
。
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「
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確

認
に
つ
い
て
」
に
関
連
す
る
も

の
で
、
地
方
自
治
法
第
２
６
０

条
の
定
め
に
従
っ
た
一
連
の
手

続
き
で
、
公
有
水
面
の
埋
め
立

て
に
よ
り
、
２
４
、
８
８
４
。

３
８�
を
編
入
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
本
町
の
面
積
は
、

１
１
０
。
６
２
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
と
な
り
ま
す
。
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防
災
行
政
無
線
屋
外
拡
声

　
　

装
置
設
置
工
事

�
�
�
�
�
�

　
　

５
千
７
百　

万
円

３３

�
�
�
�
�
�
�
	

　
　

札
幌
市
中
央
区
北
３
条
西

　
　

１
丁
目　

番
地

１０

　
　

（
株
）
東
芝
北
海
道
支
社
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総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
の
利
用
状
況
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
５
月
９
日

１９

�
�
�
�
�

　

担
当
課
か
ら
説
明
を
受
け
、

提
出
の
あ
っ
た
資
料
に
基
づ
き
、

質
疑
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
は
、
平
成　

年
に
導
入

１７

さ
れ
住
民
基
本
台
帳
を
基
に　
２３

の
シ
ス
テ
ム
が
運
用
さ
れ
て
い

る
。

　

導
入
経
費
は
、
業
務
系
の　
１９

シ
ス
テ
ム
が
５
０
、
３
７
５
、

１
２
０
円
、
情
報
系
の
４
シ
ス

テ
ム
が
１
２
、
４
２
５
、
３
８

０
円
、
情
報
を
集
中
管
理
す
る

サ
ー
バ
等
シ
ス
テ
ム
が
１
５
、

９
４
９
、
５
０
０
円
で
総
体
の

導
入
経
費
は
７
８
、
７
５
０
、

０
０
０
円
と
な
っ
て
お
り
、
平

成　

年
度
か
ら
５
年
賦
で
償
還

１８
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
シ
ス
テ
ム
の
保
守
委

託
料
は
年
額
５
、
８
８
４
、
６

５
７
円
、
５
年
間
で
２
３
、
５

３
８
、
６
３
０
円
と
な
っ
て
お

り
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
の
維
持
管
理
費
を
含
め

た
総
体
費
用
は
平
成　

年
度
か

１８

ら　

年
度
ま
で
の
５
年
間
で
１

２２
０
２
、
２
８
８
、
６
３
０
円
で

あ
る
。

　

旧
基
幹
系
業
務
シ
ス
テ
ム
と

経
費
を
比
較
す
る
と
１
年
間
で

６
、
５
６
７
、
５
９
４
円
の
減

額
、
５
年
間
で
３
２
、
８
３
７
、

９
７
０
円
の
経
費
削
減
が
見
込

ま
れ
て
い
る
。

　

導
入
に
よ
っ
て
、
住
民
基
本

台
帳
と
情
報
の
共
有
化
が
図
ら

れ
確
実
で
迅
速
な
窓
口
業
務
が

可
能
と
な
り
効
率
的
な
事
務
処

理
が
確
立
さ
れ
た
。

　

業
務
系
で
は　

の
シ
ス
テ
ム

１９

が
稼
動
し
て
お
り
、
民
生
部
門

で
は
住
民
記
録
台
帳
、
印
鑑
証

明
発
行
、
国
民
健
康
保
険
な
ど

の　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
住
民

１０
票
・
各
種
証
明
書
等
の
即
時
発

行
や
各
保
険
等
の
対
象
者
情
報

が
一
元
化
さ
れ
て
い
る
。

　

税
務
部
門
で
は
、
住
民
基
本

台
帳
と
連
動
さ
れ
た
６
シ
ス
テ

ム
に
よ
り
住
民
税
、
軽
自
動
車

税
、
固
定
資
産
税
、
国
民
健
康

保
険
税
の
４
税
に
お
け
る
対
象

情
報
が
一
元
化
さ
れ
、
賦
課
及

び
徴
収
業
務
の
効
率
化
が
図
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
種
納
付

書
等
の
自
庁
発
行
が
可
能
と
な

っ
た
こ
と
か
ら
外
部
発
注
の
印

刷
経
費
が
削
減
さ
れ
て
い
る
。

建
設
水
道
部
門
に
お
い
て
は
、

公
営
住
宅
管
理
、
水
道
管
理
の

２
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
利
用
者
情

報
の
自
庁
管
理
が
可
能
と
な
り
、

住
宅
使
用
料
及
び
水
道
料
の
調

定
、
収
納
消
し
込
み
事
務
が

バ
ー
コ
ー
ド
処
理
に
よ
っ
て
作

業
時
間
短
縮
と
処
理
の
確
実
性

が
向
上
さ
れ
た
。

　

総
務
部
門
で
は
、
選
挙
管
理

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
選
挙
人
情

報
が
住
民
記
録
と
連
携
さ
れ
、

年
齢
や
異
動
等
に
よ
る
選
挙
権

の
要
件
を
即
時
、
選
挙
人
名
簿

に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。
ま
た
、
選
挙
事
務
に
関

す
る
各
種
業
務
を
自
庁
処
理
す

る
こ
と
に
よ
り
、
委
託
業
務

（
委
託
料
）
が
削
減
さ
れ
て
い

る
。

　

財
務
、
各
会
計
な
ど
に
関
す

る
情
報
系
シ
ス
テ
ム
で
は
財
務

会
計
、
起
債
管
理
、
職
員
給
与

管
理
、
水
道
企
業
会
計
の
４
シ

ス
テ
ム
が
稼
動
し
て
お
り
、
従

来
の
帳
票
管
理
を
簡
素
化
し
各

職
員
の
事
務
用
パ
ソ
コ
ン
に
よ

り
使
用
者
を
限
定
し
て
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
記
帳
ミ
ス
等
が
抑
制
さ

れ
て
い
る
。

　

総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
に
繋
が
る
事
務
処
理

の
効
率
化
、
確
実
性
等
が
確
立

さ
れ
人
件
費
な
ど
経
費
の
削
減

が
図
れ
て
い
る
が
、
数
年
後
に

現
在
管
理
職
で
あ
る
職
員
の
殆

ど
が
定
年
退
職
を
向
か
え
る
こ

と
か
ら
、
計
画
的
な
町
職
員
の

採
用
な
ど
適
正
な
人
事
管
理
を

望
む
も
の
で
あ
る
。
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国
民
健
康
保
険
事
業
勘
定
特
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別
会
計
の
運
営
状
況
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
５
月　

日

１９

１０

�
�
�
�
�

　

担
当
課
よ
り
説
明
を
受
け
、

資
料
に
基
づ
き
、
質
疑
を
行
っ

た
。

�
�
�
�
�

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
世
帯

数
及
び
被
保
険
者
数
は
増
加
傾

向
に
あ
り
、
医
療
費
増
加
の
要

因
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
歳
入
の
約　

％
を
占

５０

め
る
保
険
税
の
収
納
状
況
は
、

不
況
の
長
期
化
に
よ
り
調
定
額

及
び
収
納
率
の
低
下
を
招
き
、

更
に
は
滞
納
額
の
増
加
に
つ
な

が
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と

が
財
政
運
営
に
大
き
な
支
障
を

与
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ

て
、
平
成　

年
度
の
歳
入
見
込

１８

み
額
６
億
８
千
２
百　

万
９
千

３２

円
に
対
し
、
歳
出
見
込
み
額
は

６
億
９
千
９
百　

万
４
千
円
で

５５

歳
入
不
足
が
生
じ
、
前
年
度
に

引
続
き
単
年
度
実
質
収
支
で
赤

字
と
な
る
こ
と
が
確
定
的
な
見

込
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
因
と
し
て
、
医

療
制
度
改
革
に
よ
り
保
険
財
政

共
同
安
定
事
業
が
昨
年　

月
に

１０

施
行
さ
れ
、
１
件　

万
円
以
上

３０

の
医
療
費
を
対
象
に
各
都
道
府

県
全
市
町
村
の
拠
出
金
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
財
源
か
ら
支
払

う
共
同
事
業
が
開
始
さ
れ
、　
１８

年
度
の
歳
出
で
あ
る
拠
出
金
が

４
千
６
百
８
万
２
千
円
、
一
方
、

歳
入
と
な
る
交
付
金
は
３
千
４

百　

万
７
千
円
で
１
千
１
百　

９３

１４

万
５
千
円
の
新
た
な
赤
字
額
と

な
っ
た
。
こ
の
制
度
は
、
将
来

的
に
拠
出
金
と
交
付
金
は
同
額

程
度
と
な
る
が
、
今
回
は
、
単

年
度
ベ
ー
ス
で
差
額
が
生
じ
た

も
の
で
あ
る
。

　

財
政
調
整
基
金
に
つ
い
て
は
、

平
成　

年
度
末
で
４
千
７
百　

１２

６５

万
円
あ
っ
た
も
の
が
、　

年
度

１５

末
で
残
高
無
し
と
な
っ
た
。
こ

の
た
め　

年
度
か
ら
赤
字
分
を

１６

翌
年
度
の
予
算
で
賄
っ
て
い
る

状
況
で
あ
る
。

　

平
成　

年
３
月
末
現
在
の
滞

１９

納
件
数
は
４
０
３
件
、
滞
納
額

は
１
７
７
、
４
８
５
、
９
８
９

円
と
な
っ
て
い
る
。

　

長
期
的
な
不
況
も
影
響
し
て

い
る
が
、
国
民
の
義
務
と
し
て

の
納
税
意
識
の
低
下
に
よ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

滞
納
者
の
収
納
策
に
つ
い
て

は
、
種
々
検
討
し
努
力
さ
れ
て

い
る
事
と
思
わ
れ
る
が
、
従
来

の
手
法
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な

く
、
新
た
な
手
法
を
取
り
入
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
資
格
証
明
書

の
活
用
及
び
渡
島
・
檜
山
滞
納

整
理
機
構
の
有
効
な
活
用
と
効

果
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
多
重
受
診
の
防
止
策
と

し
て
、
保
健
師
の
指
導
が
大
事

で
あ
り
、
被
保
険
者
と
一
体
と

な
っ
た
個
々
に
対
す
る
保
健
指

導
が
重
要
で
あ
る
。
今
後
も
充

実
し
た
検
診
事
業
の
継
続
や
保

健
師
の
指
導
強
化
に
よ
り
、
医

療
費
の
抑
制
に
更
な
る
努
力
を

望
む
も
の
で
あ
る
。
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（開催日が近くなりましたら町防災無線でお知らせします。）

～傍聴手続きは簡単です。～
傍聴席の入り口にある傍聴人名簿に住所と氏名を記入するだけです。


